
エ 小規模多機能型居宅介護  

1）個室以外の宿泊室について、カーテンは利用者のプライバシー が確保され  

たしつらえとは考えにくいことから不可とされているが、アコーディオンカー  

テンではどうか。   

個室以外の宿泊室について、プライバシ、－ が確保されたものとは、パーティショ  

ンや家具などにより利用者同士の視線の遮断が確保されるようなものである必要  

がある。アコーディオンカーテンにより仕切られている宿泊室については、パーテ  

ィションや家具などと同様にプライバシー が確保されたものである場合には、宿泊  

室として取り扱って差し支えない。  

2）通いサービスや宿泊サービスを利用している利用者が、小規模多機能型居  

宅介護事業所において、訪問看護を利用することは可能か。   

訪問看護は、利用者の居宅において提供されるものであり（介護保険法第8条第  

4項）、小規模多機能型居宅介護事業所に看護師が出向くような利用形態は認めら  

れない。  

3）小規模多機能型居宅介護事業所に登録していた利用者が、一旦登録を解除  

して、再度、解除目の2週間後に当該小規模多機能型居宅介護事業所に登録す  

る場合、初期加算は再登録の目から30日間算定することは可能か。   

柄院等に入院のため、小規模多機能型居宅介護事業所の登録を解除した場合で、  

入院の期間が30日以内のときは、再登録後に初期加算は算定することはできない  

（「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準」（平成18年厚  

生労働省告示第126号）別表3ロの注）が、そうでない場合は、初期加算を算定  

することは可能である。  

4）小規模多機能型居宅介護は、あらかじめサービスの利用計画を立てていて  

も、利用日時の変更や利用サービスの変更（通いサービス→訪問サービス）が  

多いが、こうした変更の度に、「居宅サービス計画」のうち週間サービス計画  

表（第3表）やサービス利用票（第7表）等を再作成する必要があるのか。   

当初作成した「居宅サービス計画」の各計画表に変更がある場合には、原則とし  

て、各計画表の変更を行う必要があるが、小規模多機能型居宅介護は、利用者の様  

態や希望に応じた弾力的なサービス提供が基本であることを踏まえ、利用者から同  

意を得ている場合には、利用日時の変更や利用サービスの変更（通いサービス→訪  

問サービス）の度に計画の変更を行う必要はなく、実績を記載する際に計画の変更  
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を行うこととして差し支えない。  

（間15）小規模多機能型居宅介護事業所においては、サービスの提供回数に制限は  

設けてはならないと考えるが、登録者が事業所が作成した小規模多機能型居宅  

介護計画より過剰なサービスを要求する場合、事業所は登録者へのサービス提  

供を拒否することは可能か。  

（答）   

他の利用者との関係でサービスの利用調整を行う必要もあり、必ずしも利用者の  

希望どおりにならないケースも想定されるが、こうした場合には、利用者に対して  

希望に沿えない理由を十分に説明し、必要な調整を行いながら、サービス提供を行   

うことが必要である。  

オ 認知症高齢者グループホーム  

（間16）認知症高齢者グループホームにおいて短期利用している利用者が当該認知  

症高齢者グループホームに引き続き入居することとなった場合、初期加算は何  

日間算定することができるのか。  

（答）   

認知症高齢者グループホームにおいて短期利用している利用者が日を空けるこ  

となく引き続き当該認知症高齢者グループホームに入居した場合、初期加算は、3   

0日から入居直前の短期利用の利用日数を控除して得た日数に限り算定できるも  

のである。  
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